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１－２ 計画の構成と期間 

第二次坂井市総合計画は、「基本構想」、「基本計画」によって構成し、具体的な取り組み

にあっては「坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略（以下、総合戦略という。）」に基づい

て推進していきます。 

「基本構想」は、坂井市が目指すべき将来像を明らかにするとともに、それを実現する

ための施策の大綱を定めるもので、令和 2 年度（2020 年度）を初年度とする令和 11 年度

（2029 年度）までの 10 年間を計画期間とします。 

「基本計画」は、「基本構想」で定めた施策の大綱に基づき、その目標達成のために必要

な基本的施策の方向性や大きな数値目標を総合的かつ計画的に定めるもので、令和 6 年度

（2024 年度）までの 5 年間を前期とします。 

「総合戦略」は、「基本計画」で定めた基本的施策の方向や、その目標達成のために必要

な具体的な事業やＫＰＩ（重要業績評価指標）を定めるもので、令和 6 年度（2024 年度）

までとし、毎年検証を行い必要に応じて更新することを可能とします。 

また、総合計画は市の最上位計画であるため、各分野の個別計画は総合計画との整合を

図りながら策定します。 
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基本構想 １０年間 

前期基本計画 ５年間 

第二次総合戦略 ５年間 
ＰＤＣＡ（単年更新機能） 

基本構想 目指すべき将来像 

基本計画 基本的施策の方向性等 

具体的な事業等 総合戦略 

後期基本計画 ５年間 

第三次総合戦略 ５年間 
ＰＤＣＡ（単年更新機能） 

第二次坂井市総合計画の構成 
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